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★　高齢者を狙った悪質商法について

（相談事例１）　　健康講座商法　　　　　　福岡市消費生活センター
　　高齢の母が、生活用品安売りの広告チラシを見て、空き店舗を利用した期間限定の会場へ出かけ、健康食品などを大量に持って帰ってきた。驚いて事情を聞くと、そこでは健康講座も開かれており、病院の薬を飲んでいることを販売員に話したら、「病院の薬よりもうちの健康食品を飲んだ方がよい。」と勧められ、２年分購入したという。総額７０万円は高すぎるので解約したい。
　（解説）

　　　「健康講座商法」とは、格安商品や健康講座などを口実に閉めきった会場などに人を集め、巧みな話術で消費者を信用させ、楽しい雰囲気で場を盛り上げて、市価よりも高額な商品を買わせる問題商法です。

　　　本来、店舗で購入した場合にはクーリング・オフ（無条件解約）の適用はありませんが、事例のように、格安商品で消費者を引きつけ、高額商品の販売意図を明確にしていない場合などは、消費者が契約書を受け取った日を含め８日以内ならクーリング・オフができます。また、業者が嘘を言ったり、強引な勧誘など販売方法に問題があった場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約の取り消しができることがあります。

　（アドバイス）
　　　悪質な業者の目的は、結局は高額な健康食品や健康器具を売ることです。トラブルを未然に防ぐには、興味本位で会場に近づかないことが一番。販売員の言うことをうのみにせず、周りの人に相談するなど冷静に考える時間を持つことを心がけましょう。
（相談事例２）　　一人暮らしを狙った訪問販売　　　　飯塚市消費生活センター

　　センターに郵便局から電話が入りました。内容を聞くと、高齢な女性が窓口でお金をおろしたいと言うので、理由をきくと、「自宅に二人連れの男の人たちが来て、断ったが怖くて布団を契約してしまった。代金を払う約束なので現金をおろしにきた。」とのことで、何とかならないかとの相談でした。
　（解説）

　　　本人から電話で事情を聞くと、まだクーリング・オフの期間中でした。センターから業者へ電話を入れ、クーリング・オフの行使を通告し、最寄の行政窓口の担当者に協力してもらって、本人にクーリング・オフの手続きをしてもらいました。
　　　
　（アドバイス）

高齢者の一人暮らしは、相談する人もなく、このような被害に遭うケースが多くあります。この相談事例は、近くの機関が機敏に対応したおかげで被害を未然に防ぐことができました。

まわりのちょっとした関心が被害防止になります。相談者へは、困ったら早急に消費生活センターや警察に相談することを伝えました。一人で悩まずに相談することが大事です。
	　～困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。

　   

　福岡県　　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

　福岡市　　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

　北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

　久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　飯塚市０９４８－２２－０８５７

　宗像市　　０９４０－３３－５４５４


　　　　　　　　　

